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第１節 基本理念 
  
男女共同参画基本法においては、男女共同参画社会とは「男女が、社会の構成員として、自

らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

社会」と定義付けられています。 
 第１次富岡市総合計画（平成２０年度～２７年度）では、本市全体の魅力を一体として高め、

住みよいまちづくりを進めていくために、富岡市の将来像に「人と自然と歴史が織りなす豊か

なまち とみおか」を掲げ、３つの柱「誰もが安全・安心して暮らせるまちづくり」「富岡製糸

場を中心とした元気なまちづくり」「市民・企業・行政の協働によるまちづくり」を設定して、

計画実現のための基本理念としています。 
富岡市では、男女がお互いの人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく

個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しています。 
 今回富岡市では、富岡市男女共同参画基本計画の基本理念を定めるにあたり、旧プランの基

本理念「男女でつむぐ しなやかシルクタウン」と第１次富岡市総合計画の市の将来像の文章

字句を一部取り入れ、検討してきました。 
その結果、本計画においては、男女が共同で参画して、富岡製糸場から広がる元気と活力あ

るまちづくりの情熱を取り込み、８つのキーワードの頭文字（SILK TOWN）を掲げて、基本
理念を「男女が織りなす きらめき シルク タウン」と定めました。 
本計画は、この基本理念を第５章「施策の体系」に反映させ、富岡市の男女共同参画社会の

実現に向けて、事業展開をしていきます。 
 

   富岡市男女共同参画基本計画 基本理念 

 
 
 

 

  

    シルク   タウン 

（ＳＩＬＫ ＴＯＷＮ） 
 
 
 
 
 

 

男女が織りなす きらめき シルク タウン 

キーワード 

 
Ｓ＝ Society          （社会）               
Ｉ＝ Independence       （自立） 
Ｌ＝ Life           （家庭生活） 
Ｋ＝ Kindness        （思いやり） 

 
Ｔ＝ Teach＆Talk           （教える・話し合う） 
Ｏ＝ Office                 （職場） 
Ｗ＝ Work・Life・Balance  （仕事と家庭生活の調和）
Ｎ＝ Net-work              （ネットワーク） 
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第２節 基本目標 

  
 本計画では、男女共同参画社会を実現するために、４つの基本目標を掲げて、施策を推進していきます。 
 なお、以下の４つの基本目標は、２９ページの「施策の体系」に位置づけられ、３０ページ

以降に課題・施策・事業の展開に反映されています。 

 

基本目標Ⅰ 男女平等・男女共同参画への意識改革 
  
男女共同参画社会実現のために、これまで法令等の条件が整備されてきましたが、実際の男女平等、男

女共同参画社会にはまだ、至っていないのが現状です。 

 男女が家庭、学校、地域および職場などのあらゆる場面において、対等な立場に立って平等に参画でき

るようにするために、男女平等、男女共同参画社会の大切さが広く理解され、共有の認識の下に意識改革

の浸透が不可欠です。 

 男女共同参画社会実現のために、意識改革の推進をしていきます。 

 

 

基本目標Ⅱ 男女共同参画社会づくり 

  
男女共同参画社会基本法では、男女が社会における対等な構成員として社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会の確保を求めており、「政策等の立案及び決定への共同参画」「家庭生活における活動と

他の活動の両立」等が示されています。男女共同参画推進の視点から、女性の参画拡大、仕事と家庭の調

和（ワーク・ライフ・バランス）の実現、職場における男女平等の推進を図って、「男女共同参画社会づく

り」の推進をしていきます。 

 

 

基本目標Ⅲ 男女が自立しやすい環境づくり 
  

男女共同参画の実現に向けた重要な要素として、性別、年齢、健常・疾病・障害の区分にかかわらず、

自らの意思に基づいて、だれもが自立して生きることができる環境づくりがあげられます。 

 男女共同参画の視点を浸透させながら、男女がその時々の必要な支援を受けて自立した生活や人生が送

れるようにするため、「男女が自立しやすい環境づくり」の推進をしていきます。 

 

 

基本目標Ⅳ 計画実現に向けての推進体制の整備 
  
 男女共同参画社会の実現に向け、着実な推進とその効果を上げていくためには、その基盤となる推進体

制がしっかりしていなければなりません。 

 まちづくりの基本理念「市民・企業・行政の協働」と同様に、男女共同参画社会の実現を目指すため、

「連携・協働体制の充実」や、施策・事業の先導役でもある市職員全体の意識と理解の浸透を強化して、

「庁内の推進体制の充実」を図ることにより、「計画実現に向けての推進体制の整備」を推進します。 


